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最低賃金法及び最低賃金審議会令の抜粋 

 

 

【最低賃金法 第２５条 第２項】 

最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審

議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。 

 

 

【最低賃金法 第２５条 第３項】 

専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関

係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。 

 

 

【最低賃金審議会令 第６条 第１項】 

最低賃金法第２５条第１項又は第２項の規定により審議会に置かれる専

門部会（以下「最低賃金専門部会」という。）の委員及び臨時委員（地方最

低賃金審議会に置かれる最低賃金専門部会にあっては、委員）の数は、９人

以内とする。 

 

 

【最低賃金審議会令 第６条 第５項】 

審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の

決議をもって審議会の決議とすることができる。 

 

 

【最低賃金審議会令 第６条 第７項】 

 最低賃金専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、

これを廃止するものとする。 



  賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令
  第１６３号）に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

  か、島根労働局長、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員及び
  公益代表委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、
  会長が招集する。
２  前項の規定により島根労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場
  合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、会
  長に通知しなければならない。
３  会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合を除き、
  少なくとも３日前までに、日時、場所及び付議事項を島根労働局長及び委員に
  通知するものとする。

  細目にわたる審議を行うため、委員を指名して小委員会等を設けることができ
  る。

　音声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話することができる
　システムをいう。次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に出
　席することができる。
２　テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令
　第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。
３　委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、これを会
  長に通知するものとする。
４  委員は、旅行その他の事由によって長期不在となるときは、あらかじめ
　これを会長に通知するものとする。

２  委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものと
  する。
３  審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見
  を聴くことができる。

  の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当
  に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立
  性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とするこ
  とができる。
２  会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な
  措置をとることができる｡

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することに
  より、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の
  権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは  
　意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録
  の一部又は全部を非公開とすることができる。
３  議事録を非公開とする場合には、議事録にかえて議事要旨を作成し公開する
  ものとする。
４  前３項の規定は、小委員会等について準用する。

  録の写しを付してその都度島根労働局長に送付するものとする。

  小委員会等の長が当該小委員会等に諮って定める。

附  則
第１条  この規程は、令和３年７月６日から施行する。

第５条  会長は､会議の議長となり､議事を整理する。

第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

第７条  会議の議事については、議事録を作成する。

第８条  会長は、審議会が議決を行ったときは、答申書又は議決書をそれぞれ議事

第10条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいてこれを行う。

島根地方最低賃金審議会運営規程

第１条  島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低

第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほ

第３条  会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は

第９条  この規程に定めるもののほか、小委員会等の議事運営に関し必要な事項は、

第４条　委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と



第１条　島根地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、
   最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に
  定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第２条  専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、島根労働
  局長、又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」という。）から開催の請求があったとき、
  会長が招集する。
  ２　前項の規定により島根労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議
   事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知しなければならな
  い。
  ３　部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも３日前
   までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、島根労働局長に通知するものと
  する。

第３条  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部会長に適当
  な方法で通知しなければならない。
  ２　委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部会長に適当な方
   法で通知しなければならない。

第４条　 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
  ２  委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。
  ３  専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと
   ができる。

第５条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の指名した委
  員２人が署名するものとする。
  ２　議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の
   保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるお
   それがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率
   直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会
   長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。
  ３　議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開とするものとする。

第６条　部会長は、審議会が議決を行ったときは、島根地方最低賃金審議会に報告するものとす
   る。

第７条  この規定に定めるもののほか、議事及び運営に関して必要な事項は、専門部会の議決
  に基づいて行う。

第８条　この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。

　附　則
第１条   この規程は、平成１３年  月  日から施行する。

 島根地方最低賃金審議会最低賃金専門部会運営規程新旧対照表
新



第１条　島根地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、
   最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に
  定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第２条  専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、島根労働
  局長、又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」という。）から開催の請求があったとき、
  会長が招集する。
  ２　前項の規定により島根労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議
   事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知しなければならな
  い。
  ３　部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも３日前
   までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、島根労働局長に通知するものと
  する。

第３条  委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部会長に適当
  な方法で通知しなければならない。
  ２　委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部会長に適当な方
   法で通知しなければならない。

第４条　 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
  ２  委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。
  ３  専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと
   ができる。

第５条  会議の議事については、議事録を作成し、議事録には、部会長及び部会長の指名した委
  員２人が署名するものとする。
  ２　議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の
   保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるお
   それがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率
   直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会

 島根地方最低賃金審議会最低賃金専門部会運営規程新旧対照表
新



   長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。
  ３　議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開とするものとする。

第６条　部会長は、審議会が議決を行ったときは、島根地方最低賃金審議会に報告するものとす
   る。

第７条  この規定に定めるもののほか、議事及び運営に関して必要な事項は、専門部会の議決
  に基づいて行う。

第８条　この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。

　附　則
第１条   この規程は、平成１３年  月  日から施行する。







（目的）
第１条　この規程は、島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に置かれる最低賃金
  専門部会（以下「専門部会」という。）の議事及び運営に関し、最低賃金法（昭和３４年法 
  律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか必
  要な事項について定めることを目的とする。
（会議の招集）
第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、次の場合に、部会長が招集する。
  一　部会長が必要と認めたとき。
  二　島根労働局長（以下「局長」という。）から開催の請求があったとき。
  三　専門部会の委員（以下「委員」という。）の３分の１以上から開催の請求があったとき。
２　前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとするときは、付議事項及び開催
  希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに部会長に通知しなければならない。
３　部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、すくなくとも３
  日前までに日時、場所及び付議事項を局長及び委員に通知するものとする。

（委員の欠席）
第３条　委員は、疾病その他の事由により会議に出席できないときは、これを部会長に通知する
  ものとする。
２　委員は、旅行その他の事由により長期間不在となるときは、あらかじめこれを部会長に通知
  するものとする。
（会議における発言）
第４条　委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を得なければならない。

  ２  委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。
  ３  専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

（会議の公開）
第５条　会議は、原則として非公開とする。
（議事要旨）
第６条　会議の議事については、議事要旨を作成するものとする。
２　議事要旨は、原則として公開とする。

   それがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率
   直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会

（議決の報告）
第７条　部会長は、専門部会において議決を行ったときは、これを審議会に報告するものとする。

第７条  この規定に定めるもののほか、議事及び運営に関して必要な事項は、専門部会の議決

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいてこれを行う。

　附　則
第１条　この規程は、平成  ８年６月２５日から施行する。
                  平成１２年６月２９日 改正（地域別）

旧



（目的）
第１条　この規程は、島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に置かれる最低賃金
  専門部会（以下「専門部会」という。）の議事及び運営に関し、最低賃金法（昭和３４年法 
  律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか必
  要な事項について定めることを目的とする。
（会議の招集）
第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、次の場合に、部会長が招集する。
  一　部会長が必要と認めたとき。
  二　島根労働局長（以下「局長」という。）から開催の請求があったとき。
  三　専門部会の委員（以下「委員」という。）の３分の１以上から開催の請求があったとき。
２　前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとするときは、付議事項及び開催
  希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに部会長に通知しなければならない。
３　部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、すくなくとも３
  日前までに日時、場所及び付議事項を局長及び委員に通知するものとする。

（委員の欠席）
第３条　委員は、疾病その他の事由により会議に出席できないときは、これを部会長に通知する
  ものとする。
２　委員は、旅行その他の事由により長期間不在となるときは、あらかじめこれを部会長に通知
  するものとする。
（会議における発言）
第４条　委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を得なければならない。

  ２  委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。
  ３  専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

（会議の公開）
第５条　会議は、原則として非公開とする。
（議事要旨）
第６条　会議の議事については、議事要旨を作成するものとする。
２　議事要旨は、原則として公開とする。

   それがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率
   直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会

旧



（議決の報告）
第７条　部会長は、専門部会において議決を行ったときは、これを審議会に報告するものとする。

第７条  この規定に定めるもののほか、議事及び運営に関して必要な事項は、専門部会の議決

（規程の改廃）
第８条　この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいてこれを行う。

　附　則
第１条　この規程は、平成  ８年６月２５日から施行する。
                          平成１２年９月１１日 改正（産別）





  



第１条　この規程は、島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に置かれる最低賃金
  専門部会（以下「専門部会」という。）の議事及び運営に関し、最低賃金法（昭和３４年法 
  律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか必

  三　専門部会の委員（以下「委員」という。）の３分の１以上から開催の請求があったとき。
２　前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとするときは、付議事項及び開催

３　部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、すくなくとも３

第３条　委員は、疾病その他の事由により会議に出席できないときは、これを部会長に通知する

２　委員は、旅行その他の事由により長期間不在となるときは、あらかじめこれを部会長に通知

第４条　委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を得なければならない。

第７条　部会長は、専門部会において議決を行ったときは、これを審議会に報告するものとする。



第１条　この規程は、島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に置かれる最低賃金
  専門部会（以下「専門部会」という。）の議事及び運営に関し、最低賃金法（昭和３４年法 
  律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか必

  三　専門部会の委員（以下「委員」という。）の３分の１以上から開催の請求があったとき。
２　前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとするときは、付議事項及び開催

３　部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、すくなくとも３

第３条　委員は、疾病その他の事由により会議に出席できないときは、これを部会長に通知する

２　委員は、旅行その他の事由により長期間不在となるときは、あらかじめこれを部会長に通知

第４条　委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を得なければならない。



第７条　部会長は、専門部会において議決を行ったときは、これを審議会に報告するものとする。



島根地方最低賃金審議会運営小委員会運営規程 

 

 

第１条 島根地方最低賃金審議会運営小委員会（以下「委員会」という。）の議事運営は、島 
  根地方最低賃金審議会運営規程に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。 

第２条 委員会は、審議会が指名した、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員各２名 
  及び審議会の会長（以下「会長」という。）及び会長代理をもって構成する。 

第３条  委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、島根労 

  働局長、又は３分の１以上の委員会の委員（以下「委員」という。）から開催の請求があっ 

  たとき、会長が招集する。 

２  前項の規定により島根労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議 

  事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならな 

  い。 

３  会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも３日

前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、島根労働局長に通知するも

のとする。 

第４条  委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受 

信により、相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。 

次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に出席することができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第５条第２項及

び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に適当な方法

で通知しなければならない。 

４  委員は、旅行その他の事由により長期間不在となるときは、あらかじめこれを会長に適 

当な方法で通知しなければならない。 

第５条  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 

第６条  会議の議事については、議事録を作成する。 

２  議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報 

  の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される 

  おそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ 

  れがある場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。 

３  議事録を非公開とする場合には、議事録にかえて議事要旨を作成し公開するものとする。 

第７条  委員会の結論は、原則として審議会に報告するものとする。 

第８条  この規程の改廃は、委員会の議決に基づいて行う。 

 

  附則 

第１条  この規程は、令和３年７月６日から施行する。 



  島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）運営規程第６条及び第

７条に基づき審議会又は議事録、議事要旨等の公開に当たっての対応を以下の

とおり定める。

１  事前対応 

①  審議会の開催日の概ね１０日前（その日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）

に、島根労働局掲示板に、以下についての公示を行う（別添１参照;添付省略）。

（１） 日    時

（２） 場    所

（３） 議    題

閉庁日の場合はその直前の開庁日）とする。

③　傍聴者は原則５名までとし、傍聴を希望する者がこの数を超える場合は抽選と

する。

④  電話による照会には、公示以降に対応し、それ以前は未定である旨回答する。 

２  当日の対応

①  傍聴人名簿(別添２;添付省略)を作成し、傍聴人に対し名簿と同一番号の傍聴整

理券(別添３;添付省略)を受付にて配布する。傍聴席にも番号を振り出し、傍聴人

名簿と同一番号の傍聴人席に着席させる。

②  傍聴人に対して、｢審議会傍聴に当たっての遵守事項｣（別添１の別添;添付省略）

を配布する。この際、遵守事項に反している者に対しては、遵守事項を説明の上、

その行為をやめさせるか、退去要求(別添４;添付省略)を行う。

③  審議会開会１０分ほど前に、傍聴人に対し、審議会事務局から改めて遵守事項

の説明を行う。

３  事後対応   

  議事録は、審議会終了後６０日以内に作成し、これを公開する。 

議事要旨は、審議会終了後速やかに作成し、これを公開する。

               ＜別添１＞      

この要領は、平成２９年６月３０日から実施する。

　　　島 根 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 公 開 事 務 処 理 要 領

②  傍聴申込みの締切は、抽選のある場合を考慮して、開催日の４日前（その日が 

４  その他   

この要領は、平成１６年３月１５日から実施する。



  島根地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）運営規程第６条及び第

７条に基づき審議会又は議事録、議事要旨等の公開に当たっての対応を以下の

とおり定める。

１  事前対応 

①  審議会の開催日の概ね１０日前（その日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）

に、島根労働局掲示板に、以下についての公示を行う（別添１参照;添付省略）。

（１） 日    時

（２） 場    所

（３） 議    題

閉庁日の場合はその直前の開庁日）とする。

③　傍聴者は原則５名までとし、傍聴を希望する者がこの数を超える場合は抽選と

する。

④  電話による照会には、公示以降に対応し、それ以前は未定である旨回答する。 

２  当日の対応

①  傍聴人名簿(別添２;添付省略)を作成し、傍聴人に対し名簿と同一番号の傍聴整

理券(別添３;添付省略)を受付にて配布する。傍聴席にも番号を振り出し、傍聴人

名簿と同一番号の傍聴人席に着席させる。

②  傍聴人に対して、｢審議会傍聴に当たっての遵守事項｣（別添１の別添;添付省略）

を配布する。この際、遵守事項に反している者に対しては、遵守事項を説明の上、

その行為をやめさせるか、退去要求(別添４;添付省略)を行う。

③  審議会開会１０分ほど前に、傍聴人に対し、審議会事務局から改めて遵守事項

の説明を行う。

３  事後対応   

  議事録は、審議会終了後６０日以内に作成し、これを公開する。 

議事要旨は、審議会終了後速やかに作成し、これを公開する。

               ＜別添１＞      

                         島 根 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 公 開 事 務 処 理 要 領                               

②  傍聴申込みの締切は、抽選のある場合を考慮して、開催日の４日前（その日が 

４  その他   

この要領は、平成１６年３月１５日から実施する。

この要領は、平成２９年６月３０日から実施する。



１　日　　時           

２　場　　所         
                           

３　議　　題           

４　議　　題
　　傍聴者は原則５名までとし、傍聴を希望する者がこ
　の数を超える場合は、抽選とします。

［傍聴を希望される方は、　　月　　日（　）までに事務局に
　お問い合わせ下さい。］

事務局 松江市向島町１３４番１０ 
島根労働局労働基準部賃金室      
   電話   0852（31）1158
   

　　　松江地方合同庁舎　５階

（１）
（２）

　傍聴人数　　

（注）ただし、審議中において、公開することにより個
　　人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個
　　人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそ
　　れがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決
　　定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に
　　は、会議を非公開とすることがあります。

　松江市向島町１３４番１０　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日　　

第　　　回島根地方最低賃金審議会の開催について

令和　　年　　月　　日（　）　　：　　～

島根労働局専用大会議室



１  傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにし

て下さい。

２  事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。

３  携帯電話・ポケットベル等の電源は必ず切って傍聴して下さい。

４  写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用は御遠慮ください。

５  静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。

６  審議における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。

７  プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を

妨げる恐れのあるものは会場内には持ち込めません。

８  ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。

９  銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩

序を乱す恐れがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。

10  その他、会長及び島根地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお願

いします。

なお、上記の各事項に反する行為を行う者については、主宰者は、その者を

退場させることがあります。

島根地方最低賃金審議会

《 別 添 》

           審 議 会 傍 聴 に 当 た っ て の 遵 守 事 項                  



№

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

＜ 別 添 ２ ＞

第　　　回　地方最低賃金審議会（令和　　年　　月　　日）傍聴人名簿

所         属        等 電  話  番  号 氏        名



＜ 別 添 3 ＞

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  １ №  １

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ２ №  ２

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ３ №  ３

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ４ №  ４

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ５ №  ５

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会



＜ 別 添 3 ＞

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ６ №  ６

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ７ №  ７

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ８ №  ８

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席

第○○回島根地方最低賃金審議会 第○○回島根地方最低賃金審議会

№  ９ №  ９

　　　　島根地方最低賃金審議会 　　　　島根地方最低賃金審議会

傍聴整理券 傍聴席
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＜ 別 添 ４ ＞

  るものです。

    すみやかに会場外に退去して下さい。

        令和　   年    月    日        時     分

審 議 会 主 宰 者

島根地方最低賃金審議会

会  長    藤本晴久

    みなさんの行為は、審議会の秩序と静穏を害し、審議会の

  進行を妨げるものです。

  すみやかに会場外に退去して下さい。

        令和    年    月    日        時     分

審 議 会 主 宰 者

島根地方最低賃金審議会

会  長    藤本晴久

    求します。

      審議会の妨げとなる行為をしておられる方に要求します。                               

                                             退        去        要        求                                             

    みなさんの行為は、審議会の秩序を乱し、会の進行を妨げ

                                             退        去        要        求                                             

      審議会の傍聴券がなく、入場を希望しておられる方に要                          











開催月日 会議及び回

6月19日
公益委員
会議

7月9日
審議会
第435回

7月30日
審議会
第436回

7月30日
県賃

専門部会
第1回

8月5日
県賃

専門部会
第2回

8月9日
県賃

専門部会
第3回

8月13日
県賃

専門部会
第4回

8月16日
県賃

専門部会
第5回

8月16日
審議会
第437回

9月3日
運営

小委員会
第1回

9月3日
必要性

検討委員会
第1回

9月3日
審議会
第438回

専門部会報告
採決、答申

特定最低賃金の必要性有無の検討方法について

特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について

島根県最低賃金の改正決定に係る島根地方最低賃金審議会の意見に関する異
議の申出について
　(意見陳述　しまね労連、しまね自治労連）
特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問）

金額審議
採決、専門部会報告書決議

令和６年度島根地方最低賃金審議会等開催状況（開催順）

主    な    審    議    内    容

令和６年度島根地方最低賃金審議会の運営について
島根地方最低賃金審議会会長、同会長代理、島根県最低賃金専門部会委員及
び島根県特定最低賃金専門部会委員について
島根地方最低賃金審議会の資料について

補欠委員の紹介
島根県最低賃金の改正諮問について
島根県最低賃金改正に係る審議方法について
労働団体からの要請について

中央最低賃金審議会「令和６年度地域別最低賃金額改定の目安」の伝達及び
「令和６年賃金改定状況調査結果」について
最低賃金と生活保護の乖離額について
島根県最低賃金の改正に係る関係労使の意見の申出について
　【意見陳述　しまね労連1名、しまね自治労連1名】

部会長、部会長代理の選出
最低賃金審議会令第６条第５項、同条第７項の適用について
関係労使からの意見聴取について
最低賃金に関する基礎調査結果について
島根県最低賃金について

金額審議

金額審議

金額審議



開催月日 会議及び回

9月19日
特定最賃
合同会議
第1回

9月25日
鉄鋼

専門部会
第2回

9月27日
鉄鋼

専門部会
第3回

10月1日
機械

専門部会
第2回

10月2日
自動車
専門部会
第2回

10月4日
機械

専門部会
第3回

10月4日
新車

専門部会
第2回

10月17日
電気

専門部会
第2回

10月29日
電気

専門部会
第3回

10月7日
審議会
第439回

3月14日
審議会
第440回

設定様式について
金額審議

金額審議、答申

島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金の答申文の訂正について
（持ち回り）

特定最低賃金改正の申出の意向表明について
特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数について

金額審議、答申

、

部会長、部会長代理の選出
島根地方最低賃金審議会特定最低賃金専門部会の開催について
最低賃金審議会令第6条第5項及び第7項の適用について
関係労働者及び関係使用者からの意見聴取について
最低賃金に関する基礎調査について

設定様式について
金額審議

金額審議、答申

設定様式について
金額審議

金額審議、答申

金額審議、答申



別添１ 地域別最低賃金用

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

8月1日（金） 8月18日（月） 8月19日（火） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月2日（土） 8月18日（月） 8月19日（火） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月3日（日） 8月18日（月） 8月19日（火） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月4日（月） 8月19日（火） 8月20日（水） 8月29日（金） 9月28日（日）

8月5日（火） 8月20日（水） 8月21日（木） 9月1日（月） 10月1日（水）

8月6日（水） 8月21日（木） 8月22日（金） 9月2日（火） 10月2日（木）

8月7日（木） 8月22日（金） 8月25日（月） 9月3日（水） 10月3日（金）

8月8日（金） 8月25日（月） 8月26日（火） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月9日（土） 8月25日（月） 8月26日（火） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月10日（日） 8月25日（月） 8月26日（火） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月11日（月） 8月26日（火） 8月27日（水） 9月5日（金） 10月5日（日）

8月12日（火） 8月27日（水） 8月28日（木） 9月8日（月） 10月8日（水）

8月13日（水） 8月28日（木） 8月29日（金） 9月9日（火） 10月9日（木）

8月14日（木） 8月29日（金） 9月1日（月） 9月10日（水） 10月10日（金）

8月15日（金） 9月1日（月） 9月2日（火） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月16日（土） 9月1日（月） 9月2日（火） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月17日（日） 9月1日（月） 9月2日（火） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月18日（月） 9月2日（火） 9月3日（水） 9月12日（金） 10月12日（日）

8月19日（火） 9月3日（水） 9月4日（木） 9月16日（火） 10月16日（木）

8月20日（水） 9月4日（木） 9月5日（金） 9月17日（水） 10月17日（金）

8月21日（木） 9月5日（金） 9月8日（月） 9月18日（木） 10月18日（土）

8月22日（金） 9月8日（月） 9月9日（火） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月23日（土） 9月8日（月） 9月9日（火） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月24日（日） 9月8日（月） 9月9日（火） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月25日（月） 9月9日（火） 9月10日（水） 9月22日（月） 10月22日（水）

8月26日（火） 9月10日（水） 9月11日（木） 9月24日（水） 10月24日（金）

8月27日（水） 9月11日（木） 9月12日（金） 9月25日（木） 10月25日（土）

8月28日（木） 9月12日（金） 9月16日（火） 9月26日（金） 10月26日（日）

8月29日（金） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月30日（土） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月31日（日） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月1日（月） 9月16日（火） 9月17日（水） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月2日（火） 9月17日（水） 9月18日（木） 9月30日（火） 10月30日（木）

9月3日（水） 9月18日（木） 9月19日（金） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月4日（木） 9月19日（金） 9月22日（月） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月5日（金） 9月22日（月） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月6日（土） 9月22日（月） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月7日（日） 9月22日（月） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月8日（月） 9月24日（水） 9月25日（木） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月9日（火） 9月24日（水） 9月25日（木） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月10日（水） 9月25日（木） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月11日（木） 9月26日（金） 9月29日（月） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月12日（金） 9月29日（月） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効



別添１ 地域別最低賃金用

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

9月13日（土） 9月29日（月） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月14日（日） 9月29日（月） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月1日（水） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月3日（金） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月6日（月） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月8日（水） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月10日（金） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月14日（火） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月16日（木） 10月27日（月） 11月26日（水）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月20日（月） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月3日（金） 10月20日（月） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月4日（土） 10月20日（月） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月5日（日） 10月20日（月） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月6日（月） 10月21日（火） 10月22日（水） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月7日（火） 10月22日（水） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月8日（水） 10月23日（木） 10月24日（金） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月9日（木） 10月24日（金） 10月27日（月） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月10日（金） 10月27日（月） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月11日（土） 10月27日（月） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月12日（日） 10月27日（月） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）



別添２　特定最低賃金用

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

9月1日（月） 9月16日（火） 9月19日（金） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月2日（火） 9月17日（水） 9月22日（月） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月3日（水） 9月18日（木） 9月24日（水） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月4日（木） 9月19日（金） 9月25日（木） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月5日（金） 9月22日（月） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月6日（土） 9月22日（月） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月7日（日） 9月22日（月） 9月26日（金） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月8日（月） 9月24日（水） 9月29日（月） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月9日（火） 9月24日（水） 9月29日（月） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月10日（水） 9月25日（木） 9月30日（火） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月11日（木） 9月26日（金） 10月1日（水） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月12日（金） 9月29日（月） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月13日（土） 9月29日（月） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月14日（日） 9月29日（月） 10月2日（木） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月3日（金） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月6日（月） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月7日（火） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月8日（水） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月9日（木） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月10日（金） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月14日（火） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月15日（水） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月16日（木） 10月27日（月） 11月26日（水）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月17日（金） 10月28日（火） 11月27日（木）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月20日（月） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月21日（火） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月22日（水） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月3日（金） 10月20日（月） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月4日（土） 10月20日（月） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月5日（日） 10月20日（月） 10月23日（木） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月6日（月） 10月21日（火） 10月24日（金） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月7日（火） 10月22日（水） 10月27日（月） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月8日（水） 10月23日（木） 10月28日（火） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月9日（木） 10月24日（金） 10月29日（水） 11月10日（月） 12月10日（水）

10月10日（金） 10月27日（月） 10月30日（木） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月11日（土） 10月27日（月） 10月30日（木） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月12日（日） 10月27日（月） 10月30日（木） 11月11日（火） 12月11日（木）

10月13日（月） 10月28日（火） 10月31日（金） 11月12日（水） 12月12日（金）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効



別添２　特定最低賃金用

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

10月14日（火） 10月29日（水） 11月4日（火） 11月13日（木） 12月13日（土）

10月15日（水） 10月30日（木） 11月5日（水） 11月14日（金） 12月14日（日）

10月16日（木） 10月31日（金） 11月6日（木） 11月17日（月） 12月17日（水）

10月17日（金） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月18日（土） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月19日（日） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月20日（月） 11月4日（火） 11月7日（金） 11月18日（火） 12月18日（木）

10月21日（火） 11月5日（水） 11月10日（月） 11月19日（水） 12月19日（金）

10月22日（水） 11月6日（木） 11月11日（火） 11月20日（木） 12月20日（土）

10月23日（木） 11月7日（金） 11月12日（水） 11月21日（金） 12月21日（日）

10月24日（金） 11月10日（月） 11月13日（木） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月25日（土） 11月10日（月） 11月13日（木） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月26日（日） 11月10日（月） 11月13日（木） 11月25日（火） 12月25日（木）

10月27日（月） 11月11日（火） 11月14日（金） 11月26日（水） 12月26日（金）

10月28日（火） 11月12日（水） 11月17日（月） 11月27日（木） 12月27日（土）

10月29日（水） 11月13日（木） 11月18日（火） 11月28日（金） 12月28日（日）

10月30日（木） 11月14日（金） 11月19日（水） 12月1日（月） 12月31日（水）

10月31日（金） 11月17日（月） 11月20日（木） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月1日（土） 11月17日（月） 11月20日（木） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月2日（日） 11月17日（月） 11月20日（木） 12月2日（火） 1月1日（木）

11月3日（月） 11月18日（火） 11月21日（金） 12月3日（水） 1月2日（金）

11月4日（火） 11月19日（水） 11月25日（火） 12月4日（木） 1月3日（土）

11月5日（水） 11月20日（木） 11月26日（水） 12月5日（金） 1月4日（日）

11月6日（木） 11月21日（金） 11月27日（木） 12月8日（月） 1月7日（水）

11月7日（金） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月8日（土） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月9日（日） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月10日（月） 11月25日（火） 11月28日（金） 12月9日（火） 1月8日（木）

11月11日（火） 11月26日（水） 12月1日（月） 12月10日（水） 1月9日（金）

11月12日（水） 11月27日（木） 12月2日（火） 12月11日（木） 1月10日（土）

11月13日（木） 11月28日（金） 12月3日（水） 12月12日（金） 1月11日（日）

11月14日（金） 12月1日（月） 12月4日（木） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月15日（土） 12月1日（月） 12月4日（木） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月16日（日） 12月1日（月） 12月4日（木） 12月15日（月） 1月14日（水）

11月17日（月） 12月2日（火） 12月5日（金） 12月16日（火） 1月15日（木）

11月18日（火） 12月3日（水） 12月8日（月） 12月17日（水） 1月16日（金）

11月19日（水） 12月4日（木） 12月9日（火） 12月18日（木） 1月17日（土）

11月20日（木） 12月5日（金） 12月10日（水） 12月19日（金） 1月18日（日）

11月21日（金） 12月8日（月） 12月11日（木） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月22日（土） 12月8日（月） 12月11日（木） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月23日（日） 12月8日（月） 12月11日（木） 12月22日（月） 1月21日（水）

11月24日（月） 12月9日（火） 12月12日（金） 12月23日（火） 1月22日（木）

11月25日（火） 12月10日（水） 12月15日（月） 12月24日（水） 1月23日（金）



別添２　特定最低賃金用

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月2日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

11月26日（水） 12月11日（木） 12月16日（火） 12月25日（木） 1月24日（土）

11月27日（木） 12月12日（金） 12月17日（水） 12月26日（金） 1月25日（日）

11月28日（金） 12月15日（月） 12月18日（木） 1月5日（月） 2月4日（水）

11月29日（土） 12月15日（月） 12月18日（木） 1月5日（月） 2月4日（水）

11月30日（日） 12月15日（月） 12月18日（木） 1月5日（月） 2月4日（水）

12月1日（月） 12月16日（火） 12月19日（金） 1月6日（火） 2月5日（木）

12月2日（火） 12月17日（水） 12月22日（月） 1月7日（水） 2月6日（金）

12月3日（水） 12月18日（木） 12月23日（火） 1月8日（木） 2月7日（土）

12月4日（木） 12月19日（金） 12月24日（水） 1月9日（金） 2月8日（日）

12月5日（金） 12月22日（月） 12月25日（木） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月6日（土） 12月22日（月） 12月25日（木） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月7日（日） 12月22日（月） 12月25日（木） 1月13日（火） 2月12日（木）

12月8日（月） 12月23日（火） 12月26日（金） 1月14日（水） 2月13日（金）

12月9日（火） 12月24日（水） 1月5日（月） 1月15日（木） 2月14日（土）

12月10日（水） 12月25日（木） 1月6日（火） 1月16日（金） 2月15日（日）

12月11日（木） 12月26日（金） 1月7日（水） 1月19日（月） 2月18日（水）

12月12日（金） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月13日（土） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月14日（日） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月15日（月） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月16日（火） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月17日（水） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月18日（木） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月19日（金） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月20日（土） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月21日（日） 1月5日（月） 1月8日（木） 1月20日（火） 2月19日（木）

12月22日（月） 1月6日（火） 1月9日（金） 1月21日（水） 2月20日（金）

12月23日（火） 1月7日（水） 1月13日（火） 1月22日（木） 2月21日（土）

12月24日（水） 1月8日（木） 1月14日（水） 1月23日（金） 2月22日（日）

12月25日（木） 1月9日（金） 1月15日（木） 1月26日（月） 2月25日（水）

12月26日（金） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月27日（土） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月28日（日） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月29日（月） 1月13日（火） 1月16日（金） 1月27日（火） 2月26日（木）

12月30日（火） 1月14日（水） 1月19日（月） 1月28日（水） 2月27日（金）

12月31日（水） 1月15日（木） 1月20日（火） 1月29日（木） 2月28日（土）



参考

令和７年度　答申要旨の公示から発効までの流れ（最短の場合のモデル）

１　地域別最低賃金について

　⑴　異議の申出に係る審議がなく、かつ、異議申出締切日の翌開庁日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

省　内
決　裁

官　総
持　込

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

8/5（火） 8/20（水） 8/21（木） 8/22（金） 8/25（月） 8/26（火） 8/27（水） 8/28（木） 8/29（金） 9/1（月） 10/1（火）

　⑵ア　異議の申出に係る審議があり、異議締切日の翌開庁日に異議の申出に係る審議が開催され、同日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

異議の申出
に係る審議

公示文
報　告

省　内
決　裁

官　総
持　込

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

8/5（火） 8/20（水） 8/21（木） 8/22（金） 8/25（月） 8/26（火） 8/27（水） 8/28（木） 8/29（金） 9/1（月） 10/1（火）

　⑵イ　異議の申出に係る審議があり、異議締切日の翌開庁日に異議の申出に係る審議が開催され、同日の午後２時過ぎから翌開庁日の午後２時までの間に官報公示文を本省に送付した場合

省　内
決　裁

官　総
持　込

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

8/5（火） 8/20（水） 8/21（木） 8/22（金） 8/25（月） 8/26（火） 8/27（水） 8/28（木） 8/29（金） 9/1（月） 9/2（火） 10/2（木）

発　効

異議の申出
に係る審議

1日 2日 3日 4日 5日
官　報
公　示

3日 4日 5日
官　報
公　示

発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

印刷局
入　稿

3日 4日 5日
官　報
公　示

発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

印刷局
入　稿

1日 2日

2日
答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

印刷局
入　稿

1日

【例】

【例】

【例】

15日※

30日

15日※

15日※ 30日

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

30日



２　特定最低賃金について

　⑴　異議の申出に係る審議がなく、かつ、異議申出締切日の翌開庁日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

10/2（木） 10/17（金） 10/20（月） 10/21（火） 10/22（水） 10/23（木） 10/24（金） 10/27（月） 10/28（火） 10/29（水） 10/30（木） 10/31（金） 11/30（日）

　⑵ア　異議の申出に係る審議があり、異議の申出に係る審議が異議締切日の翌開庁日に開催され、同日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

異議の申出
に係る審議

公示文
報　告

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

10/2（木） 10/17（金） 10/20（月） 10/21（火） 10/22（水） 10/23（木） 10/24（金） 10/27（月） 10/28（火） 10/29（水） 10/30（木） 10/31（金） 11/30（日）

　⑵イ　異議の申出に係る審議があり、異議の申出に係る審議が異議締切日の翌開庁日に開催され、同日の午後２時過ぎから翌開庁日の午後２時までの間に官報公示文を本省に送付した場合

1日 2日 3日 4日 5日

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

10/2（木） 10/17（金） 10/20（月） 10/21（火） 10/22（水） 10/23（木） 10/24（金） 10/27（月） 10/28（火） 10/29（水） 10/30（木） 10/31（金） 11/4（火） 12/4（木）

発　効

異議の申出
に係る審議

発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

省　内
決　裁

官　総
持　込

印刷局
入　稿

官　報
公　示

1日 2日 3日 4日 5日

発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

省　内
決　裁

官　総
持　込

印刷局
入　稿

官　報
公　示

3日 4日 5日
官　報
公　示

答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

省　内
決　裁

官　総
持　込

印刷局
入　稿

1日 2日

【例】

【例】

【例】

15日※ 30日

15日※ 30日

15日※ 30日

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条


